
೛৷・出࢈
問 �長野市保健所健康課（若里六丁目） TEL 226-9963

੺ちΌんのしおり
出生届の際に各種健康診査票と予防接種予診票の入った「赤

ちゃんのしおり」をお渡しします。夜間・休日窓口や他市町村に
届け出をした人、または転入した人は、母子健康手帳をお持ち
になり、市役所健康課窓口（第一庁舎2階）、市保健所健康課（若
里࿡丁目）、各保健センター、各支所でお受け取りください。

妊娠
　保健師等と面談し、母子健康手帳や妊婦一般健康診査受診
票などをお渡しします。

各保健センター、市保健所健康課、市役所健康
課窓口（第一庁舎2階）

届け出先

妊娠届出書
本人確認できる書類
�産科医療機関を受診した領収
書及び診療明細書

必要なもの

妊්さんのための৯ߨ座
　妊娠中のからだの変化と妊婦健診結果、それに合わせた食
べ方を学べる教室です。
　詳しくは、市保健所健康課（若里࿡丁目、TEL 226-9961）へ
お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

産後ケア事業
　産後の体調不安、赤ちゃんのお世話や授乳に関するお悩み
をお持ちの方をサポートします。医療機関や助産所への॓ധ
や通所によるケアや、ご自宅に助産師が訪問して受けられる
ケアがあります。産後1年未満の方が対象です。詳しくは、市
保健所健康課（若里࿡丁目、TEL 226-9963）へお問い合わせ
いただくか、市ホームページをご覧ください。

マタニティセミナー
第1子出産予定の妊婦と、そのご家族が対象です。妊婦さんのか

らだの変化や出産、赤ちゃんのいる生活を学び安心して育児でき
るよう準備する教室です。開催日・申込日が決まっています。
　詳しくは、市保健所健康課（若里࿡丁目、TEL 226-9963）へ
お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

ϦϯΫ P106ࢪઃΨΠυҰཡʮอ݈ॴɾอ݈ηϯλʔʯ

出産
　生まれた日を含めて14日以内に市民窓口課または各支所
へお届けください。

出生証明書　 印鑑　 母子健康手帳必要なもの

ϦϯΫ P49ಧग़ɾखଓ ʮ͖ށ੶ಧग़ʯग़ੜಧ

長野市子育てガイドブック

　長野市の子育てに関する情報を1冊にま
とめた「長野市子育てガイドブック」を、こ
ども総合支援センター・子育て家庭福祉課
（第二庁舎2階）、市民窓口課総合窓口（第一
庁舎2階）、市保健所健康課（若里࿡丁目）、
各保健センター、各支所、こども広場、地域
子育て支援センターなどの窓口でお渡し
しています。

問 こども総合支援センター「あのえっと」（第二庁舎2階）
TEL 224-7849

出産・子育て・教育

˛�༧໿੍

新生児๚໰（は͡めましてʂ੺ちΌん事業）
　保健師、助産師が訪問し育児の相談に応じます。
出生後、お早めにお申込みください（3か月まで）。

˛�ਃ੥

ઍۂ઒とࢁࣾߴ େίϒγ͕࡙͘ཬࢁのோΊ
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①�右の二次元コードを読み込むか、ID（@
naganocity）で検索し、友だち追加

②�基本メニュー「子育て」から「ながのわく
わく子育てLINE受信設定」を選択

③�「入力フォームを開く」を押して、出産予定日
または、誕生日を登録

登録方法

市内在住のお父さん・お母さん（妊婦含む）とそのご
家族

対象

無料（通信費は登録者の負担です）登録料

児童手当制度

　0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間
にある児童を養育している人は、請求することにより支給さ
れます。お子さんが生まれたり、長野市に転入した人は、お早
めに子育て家庭福祉課、各支所に請求してください。
　請求がないと支給されません。原則、請求をした日の翌月
分から支給。ただし、出生日、転入日が月末などで同月中に請
求ができない場合は、出生日、転入日（前住所地での転出予定
日）の翌日から15日以内に請求いただければ、出生日、転入
日の翌月分から支給。
　なお、請求が遅れた分は、さかのぼっての支給はされませ
んのでご注意ください。

問 �子育て家庭福祉課（第二庁舎2階） �
TEL 224-5031

�長野市出産・子育て応援LINE�
（ながのわくわく子育てLINE）

　お腹の中の赤ちゃんや生まれた後の成長に応じたタイム
リーなアドバイスやお役立ち情報をLINEでお届け。「生まれ
てから〇〇日目」とカウントするうれしい機能もあります。
ぜひご家族皆さんで登録してください。

問 こども総合支援センター「あのえっと」（第二庁舎2階）
TEL 224-7849

妊娠・出産・子育ての相談窓口（ながの版ネウボラ）
問 �北部保健センター �所 上松4-40-6�

TEL 259-2088
　���三陽保健センター �所 大字西尾張部1124-6�

TEL 259-3434
　���吉田保健センター �所 吉田3-22-41��

　 ノルテながの1階�
TEL 263-7361

　���東部保健センター �所 大字富竹1570-1�
TEL 295-3330

　���西部保健センター �所 大字安茂里1777-1�
TEL 224-1101

　���犀南保健センター �所 里島62�
TEL 293-8080

　���真島保健センター �所 真島町真島1361-22�
TEL 286-1010

　���松代保健センター �所 松代町東条3580-1�
TEL 278-0021

　母子保健コーディネーターが、妊娠期から子育て期に生じ
る不安や悩みに対して、切れ目なく継続的な相談支援を行い
ます。

子どもの救急・急病ガイドブック

　出生届の際に、お子さんの病状と初期対
応についてまとめた「子どもの救急・急病
ガイドブック」をお渡しします。また、転入
した人にも、市保健所総務課、各保健セン
ター、各支所、市民窓口課、市役所健康課窓
口（第一庁舎2階）などの窓口でお渡しして
います。

問 �長野市保健所総務課（若里六丁目） �
TEL 226-9941

ϦϯΫ P61੫ ɾۚอݥɾ೥ ʮۚࠃຽ݈߁อ
Ұ࣌ۚࣇҭ࢈ʯग़ݥ

˛�-*/&༑ͩͪ௥Ճ�
ೋ࣍ݩίʔυ

઒தౡݹઓ৔ ઒தౡฏの౧
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ϦϯΫ P75োऀ֐෱ࢱʮ෱ࢱҩྍ੍౓ʯ

ϦϯΫ P87ग़ ҭࢠɾ࢈ ɾͯڭҭʮࢠҭͯࢧԉɾ
ಐැཆख౰੍౓◦�3歳未満の第1子、第2子ʜ15,000円ࣇʯࢱಐ෱ࣇ

◦�3歳以上の第1子、第2子ʜ10,000円
◦�第3子以降ʜʜʜʜʜʜʜ30,000円
　22歳年度末（22歳到達後最初の3月31日）までの子につい
て、父・母の経済的負担がある場合に限り多子加算の算定対
象となります。

支給額（月額）

福祉医療制度
　子ども（0歳～18歳年度末）、障害者（児）、母子・父子家庭の
母子・父子に、医療機関など（薬局を含む）で支払った保険診
療の自己負担分を支給します。

請求者名義普通預貯金通帳
˞�ͦ の΄͔ɺඞཁʹԠͯ͡ఏग़し͍ͯͨͩ͘ॻྨ͕͋Γ·͢
のͰɺࣄલʹࢠҭͯՈఉ෱ࢱ՝΁֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ

必要なもの

年6回（偶数月）支払月の前2カ月分を支給支払時期

฼ࢠ保健
問 �長野市保健所健康課（若里六丁目）

健診名 場所 内容
1か月児健康診査

	生後28日～6ि未満

県内の産科・小児科など
の医療機関

内科診察・身体計測など
※日程は医療機関にご相談ください。

4か月児健康診査
（3～5か月児） 保健センターなど 問診、身体計測、内科診察、保健相談、歯科相談、栄養相談

乳児一般健康診査
（3～11か月児）

県内の小児科・内科など
の医療機関

内科診察、身体計測など
˞೔ఔ͸ҩྍؔػʹ͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ

7～8か月児健康教室
（7～9か月児） 保健センターなど 身体計測、保健相談、栄養相談、歯科相談

9～10か月児健康診査 市内の指定医療機関
（赤ちゃんのしおり参照）

内科診察、身体計測など
˞೔ఔ͸ҩྍؔػʹ͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ

1歳6か月児健康診査
（1歳6か月～1歳11か月児）

保健センターなど

問診、身体計測、内科診察、歯科健診、保健相談、発達相談、栄養相談、歯科相談、保護者の歯科
相談

2歳児健康教室
（2歳～2歳11か月児） 身体計測、親子体操、保健相談、発達相談、栄養相談

3歳児健康診査
（3歳～3歳11か月児）

問診、۶ 位検査、身体計測、内科診察、歯科健診、検೘、保健相談、発達相談、歯科相談、栄養相談؟ં・
˞ର৅ऀʹ͸݈߁਍ࠪථɺݕ೘༰ثΛ͓ૹΓし·͢ɻ

˞�೔ఔɾձ৔͸ʮ݈߁ΧϨϯμʔʯͱࢢϗʔϜϖʔδͰ͓஌Βͤし·͢ɻ্ の΄͔ɺ݈ه し͍ͯ·͢のͰɺ೔ࢪ࣮ʹతظՊ૬ஊΛఆࣃ૬ஊɺӫཆɾ߁
ఔɾձ৔Λ֬͝ೝの্ɺ͓ ग़ֻ͚͍ͩ͘͞ɻ

ϦϯΫ P106ࢪઃΨΠυҰཡʮอ݈ॴɾอ݈ηϯλʔʯ

ೕ༮児健康診査・健康教室
問 �฼子保健担当 TEL 226-9963

Ѷϊ৲ಓ૆ਆの෩ܠ գཬాਆ ʢࣾय़のྫେࡇʣ
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予防接種の種類 対象年齢 内容（ඪ४的な接種スケジュールなど）

小児用
肺炎球ە 生後2か月～5歳未満

⾣初回：27日以上の間ִで1歳になるまでに3回接種
⾣追加：3回目終了後、60日以上あけて1歳以降に1回接種
˞�্ ʙ�͔݄ະຬのؒʹ઀छΛ։࢝しͨ৔߹Ͱ͢ɻ�͔݄Ҏ߱ʹ઀छ͢Δ৔݄͔�ޙのִؒ͸ɺੜه
߹ճ਺͕ҟなΓ·͢ɻ

肝炎ܕ# 1歳未満 27日(4週)以上の間ִで2回接種後、1回目の接種から139日(20週)以上あけて1回接種

ロタウイルス 右記のとおり
2種類のワクチンのどちらかを選択
◦ロタリックス(1価ワクチン)で接種する場合：27日以上の間ִで出生24週0日後までに2回接種
◦�ロタテック(5価ワクチン)で接種する場合：27日以上の間ִで出生32週0日後までに3回接種
˞ͲͪΒのϫΫνϯ΋ॳճ઀छ͸ग़ੜ��ि�೔ޙ·Ͱʹ઀छ

D1T-*17-)ib
	ジフテリア・ඦ
日せき・破ই෩・
ポリオ・)ib


生後2か月～7歳6か月
未満

⾣初回：20日～56日の間ִで3回接種
⾣追加：3回目終了後、6～18カ月の間に1回接種

DT
	ジフテリア・破ই෩
 11～13歳未満 1回接種

#$G	結核
 生後3か月～1歳未満 1回接種
.R
	ຑしん・෩しん


第1期：1～2歳未満
第2期：小学校就学前1年間 各期1回接種

水౱
	水ぼうそう
 1～3歳未満 6～12カ月の間ִで2回接種

日本೴炎

第1期：
3歳～7歳6か月未満
(生後6か月～3歳未満で
の接種も可能)

⾣初回：6～28日の間ִで2回接種
⾣追加：2回目終了後、おおむね1年あけて1回接種

第2期：9～13歳未満
1回接種
˞�ಛྫાஔɿ�ฏ੒��೥�݄�೔ʙฏ੒��೥�݄�೔ੜ·Εのਓ͸ɺୈظ�ɺୈظ�のର৅೥ྸΛա͗ͨ

৔߹Ͱ΋ɺࡀ��の஀ੜ೔のલ೔·Ͱ઀छΛड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ

)17
〔子宮頸（けい）
がん〕

小学6年生～高校1年生
の学年に相当する女性

3種類のワクチンのいずれかを選択
◦�サーバリックス(2価ワクチン)で接種する場合：
1回目から1カ月後に2回目、2回目から5カ月後に3回目を接種

◦�ガーダシル(4価ワクチン)で接種する場合：
1回目から2カ月後に2回目、2回目から4カ月後に3回目を接種

◦�シルガード9(9価ワクチン)で接種する場合：
1回目から2カ月後に2回目、2回目から4カ月後に3回目を接種

予防接छ
問 છ症対策担当 TELײ�� 226-9964

�˞ �ఆظの༧๷઀छ͸ࢢ಺のࢦఆҩྍؔػͰ࣮ࢪし·͢ɻࢦఆҩྍؔػ͸ʮ੺ͪΌΜのし͓Γʯɺʮ༧๷઀छͱࢠͲ΋の݈߁ʯ·ͨ͸ࢢϗʔϜϖʔδ
Λ͝ཡ͍ͩ͘͞ɻ
˞ද͕ࣔな͍༧๷઀छの઀छํ๏なͲʹ͍ͭͯ͸ɺࢢอ݈ॴ݈߁՝΁͝૬ஊ͍ͩ͘͞ɻ

　「赤ちゃんのしおり」のとじ込みの予診票をお使いくださ
い。DTと日本脳炎2期については対象年齢になった人に郵
送します。予診票がお手元にない場合は、予診票をお渡しし
ますので母子健康手帳をお持ちの上、お近くの保健センター
（信州新町支所・中条支所を含む）、市役所第一庁舎2階健康課
窓口または長野市保健所健康課にお越しください。
˞�एึอ݈εςʔγϣϯ͓Αͼ๛໺อ݈ηϯλʔͰ͸औΓ
ѻ͍ͬͯ·ͤΜɻ

予診票

母子健康手帳　 予診票持ち物 長野市子育て応援アプリ「すくすくなび」
　「すくすくなび」とは妊娠、出産、子育てなどに関する情報
収集や、お子さんの成長記録、予防接種記録などをスマート
フォンで確認・管理ができるアプリで
す。病院や子育て関連施設などが検索
できる機能もあり、子育て世代の人を
バックアップします。

μウンロード用コード

˛�"OESPJE༻˛�J04༻
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